
羽鳥小学校PTA   ＜規約・細則＞ 
 

《規 約》 
 

【第１章 名称】 

第１条 この会は、藤沢市羽鳥小学校PTAといい、事務所を羽鳥小学校におく。 

 

【第２章 目的・方針】 

第２条 この会は、家庭と学校と地域社会における子どもたちの幸福な成長をはかることを目的とする。 

 

第３条 この会は、前条の目的を達成するため、次の方針に従って活動する。 

    １、保護者と教職員が、それぞれの立場を尊重し、互いに協力する。 

    ２、子どもたちの教育と福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。 

    ３、学校の要請に基づき、学校支援ボランティアを行うこと。 

    ４、営利的・宗教的・政党的活動にいかなる関係も持たない。 

 

【第３章 会員】 

第４条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりとする。 

    １、本校に在籍する児童の保護者 

    ２、本校に勤務する教職員 

 

第５条 この会の会員は、会費を納め、すべての平等の権利と義務を有する。 

 

【第４章 会計】 

第６条  この会の活動に要する経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 

第７条  この会の会費は、１世帯当たり年額１０００円とする。 

第８条  この会の会費の額を改定する場合は、総会の承認を受けなければならない。 

第９条  この会の会計処理は、細則第２条の会計に関する事務規定による。 

第１０条 この会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

      ただし、会計処理上の都合により事務局が認めた場合に限り、年度末近傍の収支について     

当該年度の決算に含めることができる。 

 

【第５章 総会】 

第１１条 この会の総会は、この会の最高議決機関として全会員で構成し、次の通り開催する。 

    １、定期総会 

      ア、前年度活動報告及び決算報告とその承認 

      イ、監査結果報告とその承認 

      ウ、新年度活動計画及び予算案の承認 

      エ、新年度会計監査委員の承認 

      オ、その他 

    ２、臨時総会 

全会員の１０分の１以上の要望があった時、または代表委員の過半数が必要と認めた時に開催す

る。 

第１２条 この会の総会は、全会員の３分の１（委任状を含む）以上の出席を持って成立し、議決は出席者の

過半数の同意を必要とする。書面開催の場合は、議題を会員に通知（第１３条）、質問期間を経た

のちに全会員の３分の１以上の議決投票をもって成立し、議決は議決投票の過半数の同意を必要

とする。 

ただし、議決権は1世帯１個とする。 



第１３条 この会の総会は、代表委員会が招集し、開催日の５日前（書面開催の場合は７日前）までに日時、

場所、議題を会員に通知する。 

 

【第６章 代表委員会】 

第１４条 この会に代表委員会をおく。 

第１５条 総会の議決事項の執行ならびにこの会の運営事項の議決は、代表委員会が行う。 

第１６条 代表委員会は代表委員、校長及び教頭で構成する。 

第１７条 代表委員は、立候補制により選出する。 

第１８条 代表委員の任期は原則として１年とする。但し、再任は妨げない。 

第１９条 代表委員の人数・選出方法については、細則で定める。 

 

【第７章 特別委員会】 

第２０条 この会は、必要のある場合は、特別委員会をおくことができる。 

第２１条 特別委員は、代表委員会に出席し、意見を述べることができる。 

 

【第８章 会計監査】 

第２２条 この会に、会計監査委員２名おく。 

第２３条 会計監査委員の任期は定期総会から翌年定期総会までとする。 

第２４条 会計監査委員の選出については、細則に定める。 

 

【第９章 個人情報の保護及び守秘義務】 

第２５条 この会は、活動を通じて知り得た会員および児童の個人情報を適切に取り扱うものとし、不要とな

った際は確実に廃棄するものとする。 

第２６条 役員および委員は、活動を通じて知り得た個人に関する情報を、正当な理由なく他者に漏洩しては

ならない。 

 

【第１０章 行事における優先措置】 

第２７条 １、卒業式等の学校行事において、役員に対し、その功労に報いるため、優先席を設けることがで

きる。 

２、前項の対象範囲および席数については、学校側と協議の上、代表委員会にて決定する。 

 

 

附 則 
      

１、本規約は平成１７年４月１日から発効する。 

２、本規約の改正は、総会の議決を要する。ただし、改正案は、総会の５日前（書面の場合は７日前）までに、

その内容を全会員に通知しなければならない。 

３、平成１７年１１月１５日 一部改正 

４、令和７年２月２７日 一部改訂（第７条、第１１条、第１２条、第１３条、附則２、附則４） 

５、令和８年５月１８日 一部改訂（第１０条、第１８条、第２５条、第２６条、第２７条、附則   ５） 

 

 

 

 

  



《細 則》 

 
第１条 会員に関する事項 

１、規約第４条に当たる者でこの会の主旨に賛同する者は、年度途中においても会員となることができ

る。 

２、会員になるには、代表委員会へ文書で申し込む。 

３、会員は、申し込みと同時にこの会への権利及び義務を生ずる。 

 

第２条 会計に関する事務規定 

１、会費は年１回（一括）現金にて納入する。徴収は、代表委員を中心に実施する。 

２、年度途中の入会者についても、入会時に会費の全額を納入するものとする。 

３、一括徴収日以降の入会者の徴収については、事務局がこれを行う。                     

４、この会の収入及び支出の全ては予算に計上しなければならない。 

５、予算外の収入のある場合ならびに必要な経費に不足を生じた場合は、代表委員会において審議

し、その処理を行う。代表委員会は、この結果を次期総会において、報告しなければならない。 

６、代表委員が活動上必要な交通費は、目的地までの最短距離区間の電車・バス等の公共交通機関

を利用する場合に要する額をもって精算することを原則とする。ただし、特別な事情によりタクシー

等他の機関を利用した場合は別に精算する。 

７、慶弔見舞いは、規約第２章の主旨に則り、次のとおりとする。 

（１）会員または在校児童が死亡した場合  金１００００円 

（２）その他特別の場合は、代表委員会で審議し、決定する 

８、本条における金額の変更は、代表委員会の審議を必要とする。代表委員会はその審議経過を総会

に報告し、承認を受けなければならない。 

９、当校の教職員の離退任時に贈呈する花束については、会費より拠出する。 

 

第３条 代表委員会 

   １、代表委員は立候補制により選出する。 

      ２、代表委員会は、原則として年に２回開催、必要に応じて臨時開催する。 

 

第４条 特別委員会 

１、特別委員会は、規約第２０条に基づき、代表委員会の決定により、設置される。 

２、特別委員会が設置された場合は、特別委員名とともに全会員に周知される。 

 

第５条 会計監査 

代表委員会は、次年度会計監査委員を選出し、総会の承認を受ける。 

 

第６条 その他 

  代表委員会は、その活動を補佐する人員を、必要に応じ、教職員及び各学級、各地区から選出する

ことができる。 

 

 

附則 
   

１、この細則は、平成１７年４月１日をもって発効する。 

２、この細則の改正は、代表委員会において審議し、総会の承認を必要とする。 

３、この細則において改定した金額は、改訂年月日とともに、内容を附則に記載しなければならない。 

４、平成１７年１１月１５日 一部改定 

  第２条 １、前期  ６月 ７００円を６００円に改定 



         後期 １０月 ７００円を６００円に改定 

５、平成２３年６月６日 一部改定  

  第２条 ８、当校の教職員の離退任時に贈呈する花束については、会費より拠出する。 

６、平成２７年６月１日 一部改正 

  第２条 １、銀行経由の納入方法から現金納入に変更 

         また、分割（二期）納入から一括納入に変更 

７、令和７年２月２７日 一部改訂    

第３条 １、各学級から２名を互選により選出から立候補制により選出に変更 

        ２、毎学期１回開催から年に２回開催に変更  

第７条 この会の会費を１世帯当たり年額１０００円に改定 

８、令和８年５月１８日 一部改訂 

    第２条 ２、年度途中の入会については、納入日に会員である場合にのみ徴収する。から 

２、年度途中の入会者についても、入会時に会費の全額を納入するものとする。に変更 

   上記改定に伴い、 

３、一括徴収日以降の入会者の徴収については、事務局がこれを行う。を追記  

    


